
①令和元年12月1日時点で評議員6人以下の法人4,374法人の評議員確保に向けた状況等についてとりまとめた

経過措置適用法人の評議員確保に向けた計画等の調査結果について

【調査対象と有効回答数】
（調査対象）平成31年4月1日時点評議員6人以下法人
（有効回答）4,466法人/4,800 法人（93.0％）

【調査対象と有効回答数】
（調査対象）平成31年4月1日時点評議員6人以下法人
（有効回答）4,466法人/4,800 法人（93.0％）

②評議員確保に向けた計画について

有効回答の中には、「経過措置の対象となっていない法人（92法人）」が含まれていたため、これをのぞいている。

評議員の選任完了時期(予定)

１．既に選任済み 472 10.8%

２．～令和元年12月 87 2.0%

３．令和2年1月～令和2年3月 3,667 83.8%

４．令和2年4月以降 148 3.4%
「4.令和２年４月以降」としている148法人のうち、
・解散等により選任不要：３法人
・令和２年４月１日で選任：８法人
・令和２年定時評議員会で選任：２０法人
・選定中、選任完了時期が未定：１１７法人
となっている。

経過措置満了時までに選任
を完了する法人は 96.6％

参考資料１

77%

23%

会計監査人設置法人数割合（令和元年度）

５００法人／２０，９１２法人

任意設置法人
113法人

特定社会福祉法人
387法人

※特定社会福祉法人とは、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人。
任意設置法人とは、特定社会福祉法人以外の法人で定款上会計監査人を位置づけ
ている法人。

※法人総数は平成30年度末現在（福祉行政報告例）

令和元年度（12月1日時点）会計監査人設置状況調査（１／２）

出典：厚生労働省福祉基盤課調べ

参考資料２

78%

22%

参考：昨年度（平成30年度）の状況

４７２法人／２０，８３８法人

任意設置法人
102法人

特定社会福祉法人
370法人
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都道府県別会計監査人設置数一覧

※特定社会福祉法人とは、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法
人。

任意設置法人とは、特定社会福祉法人以外の法人で定款上会計監査人を位置づけ
ている法人。
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特定社会福祉法人 任意設置法人

令和元年度（12月1日時点）会計監査人設置状況調査（２／２）

出典：厚生労働省福祉基盤課調べ

○ 小規模法人の担当者（理事や監事含む）等を対象に、全国を８ブロックに分け、次のようなカリキュラムにより、「小規

模法人の財務会計に関する事務処理体制強化研修」を開催する。

「⼩規模法⼈の財務会計に関する事務処理体制強化研修事業」の実施

○ 平成28年における社会福祉法改正により、社会福祉法人の公益性、非営利性を担保するために、全ての法人に対して「ガ
バナンスの強化」「財務規律の向上」「事業運営の透明性の向上」を図ることとされ、これらの取組の着実な実施が求められ
ている。

○ 「ガバナンスの強化」に伴う会計監査人の設置義務化により、大規模法人の適正な財務報告の質が制度上担保された一方で、
社会福祉法人の多数を占める規模の小さい法人については、大規模法人と比べて、人員体制、ITシステムが脆弱なことなどか
ら、財務報告について課題が多く、小規模法人の財務報告の質を確保する必要性が指摘されている。

○ 小規模法人における財務会計処理については、日常発生する取引の処理方法についての誤り等、所轄庁による指導監督の徹
底やマニュアルの周知徹底のみでは是正しきれない部分がある。

○ こうした状況を踏まえ、小規模法人の財務会計に関する事務処理体制の強化を図るため、令和２年度予算案において、「小
規模法人の財務会計に関する事務処理体制強化研修」の開催に必要な経費を計上するもの。

本研修事業の実施により、日常発生する取引の処理の適正化を図るとともに、各小規模法人間の交流、情報交換を促進する。

【要旨】

【事業内容】

新

カリキュラム

社会福祉法人の組織運営について（講義） 0.5h

社会福祉法人の財務会計について（講義） 0.5h

小規模法人の財務会計の事務処理体制について（講義） ２h

社会福祉法人の財務会計に関する事務処理体制における課題について（演習） ３h

【令和２年度予算額（案）】

（目）保健福祉調査委託費 6,740千円 ← 令和元年度予算額：０千円

参考資料３
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【新旧対照表】「社会福祉法第５５条の２の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」

（平成 29 年 1月 24 日雇児発第 0124 第 1 号、社援発第 0124 第 1 号・老発 0124 第 1 号）

（下線部分は改正部分）

改正後 現行

雇 児 発 0 1 2 4 第 １ 号

社 援 発 0 1 2 4 第 １ 号

老 発 0124 第 １号

平成２９年１月２４日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

厚生労働省社 会 ・ 援 護 局 長

厚生労働省老 健 局 長

社会福祉法第５５条の２の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について

社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１号）による改正後の社会

福祉法（昭和２６年法律第４５号）第５５条の２の規定に基づき、平成２９年４月１日

以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財

産を控除した上、再投下可能な財産（以下「社会福祉充実残額」という。）を算定しなけ

ればならないこととされている。

さらに、その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は、社会福祉

充実計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画

的かつ有効に再投下していく必要がある。

今般、社会福祉法人並びに都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）における社会

福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の策定等に係る事務処理については、社会福

祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

（平成２８年第１６８号）による改正後の社会福祉法施行規則（昭和２６年厚生省令第

２８号）第６条の１３から第６条の２２までの規定のほか、別添の「社会福祉充実計画

の承認等に係る事務処理基準」によることとし、平成２９年４月１日から適用すること

としたので、ご了知の上、管内市区町村（指定都市及び中核市を除く。）及び社会福祉法

雇 児 発 0 1 2 4 第 １ 号

社 援 発 0 1 2 4 第 １ 号

老 発 0124 第 １号

平成２９年１月２４日

都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

厚生労働省社 会 ・ 援 護 局 長

厚生労働省老 健 局 長

社会福祉法第５５条の２の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について

社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１号）による改正後の社会

福祉法（昭和２６年法律第４５号）第５５条の２の規定に基づき、平成２９年４月１日

以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財

産を控除した上、再投下可能な財産（以下「社会福祉充実残額」という。）を算定しなけ

ればならないこととされている。

さらに、その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は、社会福祉

充実計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画

的かつ有効に再投下していく必要がある。

今般、社会福祉法人並びに都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）における社会

福祉充実残額の算定及び社会福祉充実計画の策定等に係る事務処理については、社会福

祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

（平成２８年第１６８号）による改正後の社会福祉法施行規則（昭和２６年厚生省令第

２８号）第６条の１３から第６条の２２までの規定のほか、別添の「社会福祉充実計画

の承認等に係る事務処理基準」によることとし、平成２９年４月１日から適用すること

としたので、ご了知の上、管内市区町村（指定都市及び中核市を除く。）及び社会福祉法

参考資料４
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人等関係各方面に周知願いたい。

なお、平成 29 年度に社会福祉充実計画の承認を受ける場合の平成 28 年度中に行われ

る準備行為については、本通知の内容に則り行われる必要があるのでご留意願いたい。

また、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９第１項及び

第３項の規定に基づく都道府県及び市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準

として発出するものであることを申し添える。

社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準

１～７ （略）

８ 社会福祉充実計画案に係る所轄庁への承認申請（法第 55 条の２第１項、第２項及び

第９項並びに規則第６条の 13 関係）

評議員会の承認を得た社会福祉充実計画案は、別紙４の様式例により、社会福祉充実

残額が生じた会計年度の翌会計年度の６月 30 日までに、法第 59 条の届出と同時に所

轄庁に対して申請を行うこと。

所轄庁においては、社会福祉充実計画の意義を踏まえつつ、法人の経営の自主性を十

分尊重するとともに、関係者への意見聴取を経て申請がなされているものであること

も勘案してを踏まえ、次の内容について確認を行うこと。

①～④ （略）

⑤ 所轄庁が、社会福祉施設等の整備を行うことを内容とする社会福祉充実計画案を

承認する場合において、単なる現状復旧のための修繕、補修などサービス向上に資す

るとは認められない事業に社会福祉充実残額を充当する内容となっていないか。

９～12 （略）

（別紙１）（略）

（別紙１－参考①） 社会福祉充実計画記載要領

１～３ （略）

４ 資金計画

① 各年における事業費について、社会福祉充実残額、補助金、借入金、事業収

益、その他の内訳を記載すること。なお、社会福祉施設等の整備を行うことを

内容とする事業を行う場合にあっては、単なる現状復旧のための修繕、補修な

どサービス向上に資するとは認められない事業に社会福祉充実残額を充当する

ことはできないものであること。

（以下略）

人等関係各方面に周知願いたい。

なお、平成 29 年度に社会福祉充実計画の承認を受ける場合の平成 28 年度中に行われ

る準備行為については、本通知の内容に則り行われる必要があるのでご留意願いたい。

また、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９第１項及び

第３項の規定に基づく都道府県及び市が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準

として発出するものであることを申し添える。

社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準

１～７ （略）

８ 社会福祉充実計画案に係る所轄庁への承認申請（法第 55 条の２第１項、第２項及び

第９項並びに規則第６条の 13 関係）

評議員会の承認を得た社会福祉充実計画案は、別紙４の様式例により、社会福祉充実

残額が生じた会計年度の翌会計年度の６月 30 日までに、法第 59 条の届出と同時に所

轄庁に対して申請を行うこと。

所轄庁においては、法人の経営の自主性を十分尊重するとともに、関係者への意見聴

取を経て申請がなされているものであることを踏まえ、次の内容について確認を行う

こと。

①～④ （略）

９～12 （略）

（別紙１）（略）

（別紙１－参考①） 社会福祉充実計画記載要領

１～３ （略）

４ 資金計画

① 各年における事業費について、社会福祉充実残額、補助金、借入金、事業収

益、その他の内訳を記載すること。

（以下略）
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（参考）地域における公益的な取組に関する委員会 報告書（概要）

○ 平成30年度社会福祉推進事業「地域での計画的な包括的支援体制づくりに関する調査研究事業」において、社会福祉法人による
「地域における公益的な取組」について、以下の目的で検討を実施。

① 地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築に寄与している実態を明らかにすること

② 今後更にその実践の輪を広げていくために、社会福祉法人は、法人間の連携とともに、自治体、社会福祉協議会、地域住民等と
のつながりを一層強化する必要があり、そうしたつながりをつくっていくために必要な視点を提示すること

③ 地域社会における包括的な支援体制の構築に向けて、社会福祉法人として一層積極的かつ効果的な実践を積み重ねていくため
の方策を提示すること

○ 「地域における公益的な取組」は、社会福祉法⼈の本来的な使命に基づき、これまでの実践の延⻑線上にあるものとして展開され、これまでも
地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築に寄与してきている。

○ 「地域における公益的な取組」は、単に社会福祉法に位置付けられた責務ではなく、社会福祉法人が本来有する固有の存在意義を具現化
するものと再認識すべき。

○ 今後、こうした実践について、地域共⽣社会の実現、包括的な⽀援体制の確⽴という視点から、⾒つめ直し、更なる価値や効果・成果を向
上させた実践へと発展させていくことが重要である。

○ ⼀⽅、「地域における公益的な取組は」、これまで、地域住⺠をはじめ社会にあまり伝わっていないため、⾃らの取組を積極的に情報発信し、
社会福祉法人の存在意義をアピールし、社会福祉法人が向き合う地域課題を社会全体で共有する必要がある。

（出典）平成30年度社会福祉推進事業「地域での計画的な包括的支援体制づくりに関する調査研究事業」「地域における公益的な取組に関する委員会」報告書

「地域における公益的な取組」の現状と課題

○ 複数の社会福祉法⼈が連携・協働して、制度の狭間にある課題に向き合い、様々な地域づくりに関わる取組の更なる推進

○ 市町村や社会福祉協議会との連携を一層強化し、地域福祉計画策定への参画等、地域共生社会の実現に向けた取組を推進

○ 上記取組により（⾒えなかった）地域課題を広報・発信、社会化し、地域住⺠とともに解決するシステムの構築 等

地域共生社会の実現に向けた社会福祉法人の実践の方向性

参考資料５
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区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

社会福祉法人

所轄庁

都道府県

福祉医療機構

法人基本情報の
更新及び確定

(1月20⽇〜2月28
日)

事務処理⽤メール
アドレスの更新

(1月20⽇〜2月28
日)

事務処理⽤メール
アドレスの更新

(1月20⽇〜2月28
日)

２

０

２

０

年

度

の

届

出

終

了
（

10
月

末

日

予

定

）

データ更新等
〜3月31日

システムから届出
できません

集約結果の公表
(2月中を予定)

2020年

計算書類・経営指標CSV、分析用スコアカード
ダウンロード開始(2月中旬)

２

０

２

０

年

度

運

用

開

始
（

4
月

1
日
）

⼊⼒シートのダウンロード(4月1⽇〜)

⼊⼒シートの内容の確認と都道府県への提供
(4月1⽇〜8月31日)

⼊⼒シートの内容の確認と厚⽣労働省への提供
(４月1⽇〜9月30日)

現況報告書・計算書類・社会福祉充実計画の公表 (4月1⽇〜10月末)

［現況報告書・計算書類は所轄庁へ届出後、社会福祉充実計画は所轄庁の確認後に公表］

⼊⼒シートの⼊⼒・保存・届出
(4月1⽇〜6月30日)

計算書類・経営指標CSV、分析用スコアカード
ダウンロード開始(2月中旬)

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム 2020年度 運用スケジュール（全体イメージ）

システムから提供
できません

システムから提供
できません

データ更新等
〜3月31日

参考資料６

－50－



1-3.法人種別法人数

1-4.設⽴認可からの経過期間別法⼈数

・ 41年〜45年（2,537法人）が最も多く、
次いで、16年〜20年（2,479法人）、36
年〜40年（2,243法人）と続いている。

「一般法人」とは、施設を経営する社会福祉法人。また「その他」
とは、「⼀般法⼈」、「社会福祉協議会」、「共同募⾦会」、「社
会福祉事業団」に該当しない法人である。

（N=20,883法人）

現況報告書等の集約結果について（１）※データは平成30年度社会福祉法⼈電⼦開⽰システムに基づく。参考資料７

区 分 法人数

一般法人 18,395

社会福祉協議会 1,906

社会福祉事業団 199

共同募⾦会 48

その他 335

合 計 20,883

法人種別法人数

・ 社会福祉法人の所轄庁から登録のあった社会福祉法人
（20,883法人:令和元年11月末現在）の基本情報に
基づき、その法人数を「法人種別」に集計した結果である。

・ 一般法人（88.1%）が最も高く、次いで、社会福祉協
議会（9.1%）、その他（1.6%）、社会福祉事業団
（1.0%）、共同募⾦会（0.2%）と続いている。

（n=20,276法人）

（前年度︓20,813）

2-1.「サービス活動収益」の規模別の法人の割合

・ 1億〜2億円未満（26.7%）が最も多
く、次いで、1億円未満（14.8%）、2億
〜3億円未満（13.2%）と続いている。

・ また、サービス活動収益の平均は約5億
円である。

2.社会福祉法人の経営状況

現況報告書等の集約結果について（２）※データは平成30年度社会福祉法人電子開示システムに基づく。

サービス活動収益

平均︓約5億円

(546,983,271円)

<前年度>

(539,525,754円)

（n=20,276法人）
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○ 社会福祉法人の連携・協働化の方法

① 社会福祉協議会による連携や社会福祉法人の法人間連携

・ 社会福祉協議会の役割に鑑み、社会福祉法⼈の連携の中核として、都道府県域での複数法⼈間連携による地域貢献の取組を更に推進
するなど、社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要である。

・ 厚⽣労働省は、社会福祉協議会の連携の取組とも連携しながら、法⼈間連携を引き続き推進すべきである。

② 社会福祉法⼈を中核とする⾮営利連携法⼈制度の創設

・ 法人間連携の枠組みとして、社会福祉協議会を通じた連携や合併・事業譲渡があり、これらの方策についても活用できる環境の整備が重
要であるが、社会福祉法⼈の⾮営利性・公益性等を踏まえつつ、社会福祉法⼈を中核とする⾮営利連携法⼈制度により、既存の⽅策の中
間的な選択肢の創設を図るべきである。

③ 希望する法⼈が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備

・ 所轄庁が合併等の⼿続への知⾒に乏しいとの意⾒や、実際に法⼈が合併等に苦労したとの意⾒等を踏まえ、合併や事業譲渡、法人間連
携の好事例の収集等を⾏い、希望する法人向けのガイドラインの策定を進めるべきである。

・ 組織再編に当たっての会計処理について、社会福祉法⼈は法⼈財産に持分がないことなどに留意しつつ、会計専⾨家による検討会で整理
を進めるべきである。

○ 連携・協働化に向けた今後の課題

・ 今後、福祉サービスの質の向上のためには、本報告書で提言した手法が実際に機能するよう、厚⽣労働省が関係団体と協⼒して取り組む
必要がある。

・ 現⾏の社会福祉法⼈の資⾦等の取扱いについて、法⼈本部の運営に要する経費に充当できる範囲を拡⼤するべきとの意⾒や、法⼈内の
１年以上の貸付を認めるべきとの意⾒があり、この点については厚⽣労働省において、必要性、実施可能性も含めた検討を⾏うべきである。

社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書（概要）

我が国の社会の⼈⼝動態を⾒ると、2025年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかになる。また、大都市とその郊外では高齢者が増加
する傾向にある一方で、地方では高齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。さらに、担い手となる⽣産年齢⼈⼝の減少が2025年以降加速する。こうした
人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズがま
すます複雑化・多様化してきている。

このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図
るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住⺠に⾝近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する⾮営利セクターの中核として、福祉分
野での専⾨性を⽣かし、地域住⺠の抱える様々な地域⽣活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・協働化しやすい環境整備を図っていくべき。

参考資料８

良質な福祉サービスの提供と社会福祉法⼈の経営基盤の強化に向けた連携を促進するため、「社会福祉協議会や法⼈間の緩やかな連携」、「合
併、事業譲渡」等に加え、社会福祉法人間の連携方策に、社会福祉法人の自主性を確保しつつ、連携を強化できる新たな選択肢の一つとして、社
会福祉法⼈を中核とする⾮営利連携法⼈である「社会福祉連携推進法人」を創設する。

認
定
・監
督

社会福祉連携推進法人

【社員総会】（連携法人に関する事項の決議）
意⾒具申

（社員総会、理事会は意⾒を尊重）

【理事会】（理事６名以上及び監事２名以上）

連携法⼈の業務を執⾏

社会福祉連携推進法人の創設（案）

【連携法人の認定】 一般社団法人のうち、社会福祉に係る業務の連携を推進するための方針（「社会福祉連携推進方針」）の策定等、一定の基
準に適合すると認めるものを所轄庁が認定。

【社員の範囲】 社員は、社会福祉事業を行っている法人、その他連携業務に関する業務を行う者（社会福祉従事者養成機関等）とし、社会
福祉事業を行っている法人が２以上、かつ、社員の過半数が社会福祉法人であることを必須とする。

【業務・活動区域】 「社会福祉連携推進方針」に盛り込んだ連携推進業務を実施。同方針には、活動区域も規定。
・ 地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援
・ 災害対応に係る連携体制の整備
・ 福祉人材不足への対応（福祉人材の確保や人材育成）
・ 本部事務の集約や設備の共同購入等の社会福祉事業の経営に関する支援
・ 社員である社会福祉法人への資金の貸付 等
※ 人材確保の業務の一環として、連携法人の社員（社会福祉事業を経営する者）が行う労働者の募集の委託について、一定の要件の

もと、労働者の委託募集の特例を認める。
※ 連携法人は、上記連携推進業務以外の業務について、連携推進業務への支障を及ぼす恐れがない範囲で実施可能。社会福祉事業

を行うことは不可。

【経費】 社員からの会費、業務委託費

【貸付業務の取扱い】 貸付を受ける社会福祉法人毎に、当該法人への貸付の内容を所轄庁が認定。原資として、社員である社会福祉法人から連携
法人への貸付を、社会福祉法人の拠点から法人本部に繰入が可能な範囲を限度として認める。

【議決権】 原則１社員１議決権を有するものとし、一定の要件のもと、定款で別段の定めをすることができるものとする。ただし、社会福
祉法人の議決権の総数が、総社員の議決権の過半数を占めていることが必須。

【代表理事】 都道府県知事等の認可が必要。

【合併】 連携法人の合併は認めない。

【地域の意見の反映】 地域関係者の意見を法人運営に反映するため、連携法人は法人内に地域の関係者等からなる評議会を設置し、評議会は法
人の業務の実施状況の評価（当該評価結果については、法人に公表義務あり。）を行い、必要な場合は、社員総会及び理事会
に対して、意見具申を行うことができる。また、意見具申を受けた理事会・評議員会は当該意見を尊重しなければならない。

【評議会】
（地域関係者（福祉サービスを受ける⽴場にある者、
社会福祉に関する団体、地域福祉の実情を知る専
門家（社会福祉士等）等）の意⾒の集約）

都
道
府
県
知
事
、
市
長
（
区
長
）
、
指
定
都
市
の
長
、
厚
生

労
働
大
臣
の
い
ず
れ
か

※

社
会
福
祉
法
人
と
同
様
。
事
業
区
域
等
に
よ
り
決
定

参考資料９
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※社員である法人の職員
募集の連携法人への委
託が、一定の要件のもと、
特例的に連携法人によ
る届出で実施可能。

共同研修の実施

社会福祉連携推進法人の業務のイメージ

B障害者支援
施設

C保育所

（例）社員による職員の人材育成や
採用活動の共同実施。

社会福祉連携推進法人

大学などの福祉従事者
養成施設

社員の職員の
リクルート

A特別養護
老人ホーム

○ 地域生活課題や福祉サービスの提供のための課題に対し、社会福祉法人等の連携により対応する選択肢の１つとして制度化。

○ 具体的な業務として、「地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援」、「災害対応に係る連携体制
の整備」、「福祉⼈材不⾜への対応」、「設備の共同購⼊等の社会福祉事業の経営に関する⽀援」などが想定される。

自治体・
相談支援機関

社会福祉連携推進法人地域住民のニーズ
や課題の共有、個
別支援時の連携

社会福祉法人
特別養護老人ホーム、

デイケア

NPO
（ひきこもり支援

等）

地域生活課題
（ひきこもり、８０５０問題等・・・。）

（例）各社員（施設）が連携して、地域の多様な福祉ニーズに対応

社会福祉法人
障害者就労支援事

業

地域における公益的な取組の実施

社会福祉法人
保育所

各施設への相談、居場所の提供

地域生活課題に応じた
法人間、施設間の連絡、調整

「小規模法人のネットワーク化による協働推進事業」

○ 小規模法人においては、地域貢献のための取組を実施する意欲があっても、職員体制の脆弱性などから、単独でこうした取
組を実施することが困難な状況がある。

○ 特に社会福祉法人においては、法人の規模にかかわらず、「地域における公益的な取組」の実施が責務化されている。
○ このため、こうした課題に対応し、小規模法人であっても地域貢献のための取組を円滑に推進できるような環境整備を図る

観点から、複数の小規模法人等が参画するネットワークを構築し、ネットワーク参画法人のそれぞれの強みを活かした地域貢
献のための協働事業を試行する。

○ また、協働事業の円滑な実施に向け、ネットワーク参画法人の職員に過度な負担が生じることのないよう、合同面接会や合
同研修、人事交流の実施など、福祉・介護人材の確保・定着に向けた取組も併せて推進する。

○ なお、令和元年度予算においては、本事業の一層の推進を図りつつ、小規模法人等における経営効率化、人材の確保・定着
を促進する観点から、実施主体の拡大や取組内容の充実等事業内容の拡充を図る。

【要旨】

【事業内容】

【都道府県・政令市・中核市】
【ホームヘルプ】

【保育所】【ショートステイ】

【デイサービス】

法人間連携PF

＋
【一般市】

○ 事務処理部門を共同化・別法人化する場合
等の立ち上げ費用の助成（初年度限り）

① 各法人の強みを活かした地域貢献のための
協働事業の試行

eｘ）Ａ法人の高齢者デイサービスで、子どもの
一時預かりを併せて行い、Ａ、Ｂ法人のス
タッフが協働して、必要なケアを行うなど

等

② 福祉・介護人材の確保・定着に向けた連携の
推進

協働事業の円滑な実施な向けた環境整備

（人事交流の推進）

（合同研修会の開催）

（合同面接会の開催）

（共通的な人事考課制度・
賃金テーブルの検討）

実施主体

【別法人等による共同事務の実施】

〔令和２年度予算額(案)：1,228,180千円（ 1,228,180千円）（（目）生活困窮者就労準備支援事業費等補助金）〕

参考資料10

－53－



都道府県における災害福祉支援ネットワークの構築状況とＤＷＡＴ設置状況

都道府県名 構築状況 ＤＷＡＴ設置

北海道 年度内構築予定
（胆振東部地震時活動あり）

青森県 ○ ◎

岩手県 ○ ◎

宮城県 ○ ◎

秋田県 ○ ○

山形県 ○ ○

福島県 ○ ◎

茨城県 年度内構築予定

栃木県 ○ ◎

群馬県 ○ ◎

埼玉県 ○ ◎

千葉県 年度内構築予定

東京都 ○

神奈川県 ○

新潟県 ○ ○

富山県 ○

都道府県名 構築状況 ＤＷＡＴ設置

石川県 ○

福井県 検討中

山梨県 検討中

長野県 ○ ◎

岐阜県 ○ ○

静岡県 ○ ◎

愛知県 ○ ○

三重県 ○

滋賀県 ○ 年度内設置予定

京都府 ○ ◎

大阪府 ○ ○

兵庫県 ○

奈良県 ○ ○

和歌山県 検討中

鳥取県 ○ ○

島根県 ○ ○

都道府県名 構築状況 ＤＷＡＴ設置

岡山県 ○ ◎

広島県 検討中

山口県 ○

徳島県 ○

香川県 ○ ○

愛媛県 ○ ○

高知県 検討中

福岡県 ○

佐賀県 来年度構築予定 来年度設置予定

長崎県 ○ ○

熊本県 ○ ◎

大分県 ○ ○

宮崎県 検討中

鹿児島県 ○

沖縄県 ○ ○

○ 災害福祉支援ネットワークを構築しているのは、３７都府県
○ 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を設置しているのは、２６府県

※ 「災害福祉支援ネットワークを構築している」とは、災害時における活動内容等の調整・協議を行うため、行政・福祉関係者・防災関係者等で構成されるネットワー
ク会議が設置され、災害時においてＤＷＡＴが派遣できる又は福祉施設間において相互に人員を派遣できる協力体制が構築されていることをいう。

２０２０年１月３１日現在 厚生労働省調べ

参考資料11

※◎はDWAT活動経験がある。
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事
務

連
絡

平
成

30
年

10
月

19
日

都
道
府

県

各
指

定
都

市
民
生

主
管
部

（
局
）

御
中

中
核

市

厚
生

労
働

省
子

ど
も

家
庭

局
子

育
て

支
援

課

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
福

祉
基

盤
課

厚
生

労
働

省
社

会
・

援
護

局
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課

厚
生

労
働

省
老

健
局

総
務

課

社
会

福
祉
施
設

等
に

お
け

る
災
害

時
に
備

え
た

ラ
イ

フ
ラ
イ

ン
等
の

点
検

に
つ

い
て

日
頃

よ
り
、

社
会

福
祉

施
設
等

に
お
け

る
被

災
状

況
の
報

告
や
各

種
調

査
に

ご
協
力

を
賜
り

、
厚

く
御

礼
申
し

上
げ
ま

す
。

さ
て

、
昨
今

の
平

成
3
0
年
７

月
豪
雨

、
平

成
3
0
年
台

風
2
1
・

2
4
号

、
平
成

3
0
年
北

海
道
胆

振
東
部

地
震
等

の
災
害

に
お

い
て

は
、
大

規
模
な

停
電

や
断

水
、
食

料
不
足

等
が

発
生

し
、
社

会
福
祉

施
設

等
に

お
け
る

ラ
イ
フ

ラ
イ

ン
等

の
確
保

に
つ
い

て
、

改
め

て
課
題

が
顕
在

化
し

ま
し

た
。

社
会

福
祉
施

設
等

に
お

い
て
は

、
高
齢

者
、

障
害

児
者
等

の
日
常

生
活

上
の

支
援
が

必
要
な

者
が

多
数

利
用
し

て
い
る

こ
と

か
ら

、
ラ
イ

フ
ラ
イ

ン
等

が
長

期
間
寸

断
さ
れ

、
サ

ー
ビ

ス
提
供

の
維
持

が
困

難
と

な
っ
た

場
合
、

利
用

者
の

生
命
・

身
体
に

著
し

い
影

響
を
及

ぼ
す
お

そ
れ

が
あ

り
ま
す

。
こ
の

た
め

、
平

時
の
段

階
か
ら

、
災

害
時

に
あ
っ

て
も
サ

ー
ビ

ス
提

供
が
維

持
で
き

る
よ

う
、

社
会
福

祉
施
設

等
の

事
業

継
続
に

必
要
な

対
策

を
講

じ
る
こ

と
が
重

要
で

す
。

各
都
道

府
県

、
市
区

町
村

に
お
か

れ
て
は

、
こ

れ
ま

で
も
非

常
災
害

計
画

の
策

定
や
避

難
訓
練

の
実

施

等
、
社

会
福
祉

施
設

等
の

災
害
対

策
に
万

全
を

期
す

る
よ
う

指
導
を

行
っ

て
い

た
だ
い

て
い
る

と
こ

ろ
で

す
が
、

今
般
の

被
害

状
況

を
踏
ま

え
、
別

添
１

の
社

会
福
祉

施
設
等

に
つ

い
て

、
今
一

度
点
検

す
べ

き
事

項
（
例

）
を
別

添
２

の
と

お
り
取

り
ま
と

め
ま

し
た

の
で
、

貴
管
内

の
社

会
福

祉
施
設

等
に
お

い
て

、
ラ

イ
フ
ラ

イ
ン
等

が
寸

断
さ

れ
た
場

合
の
対

策
状

況
を

確
認
す

る
と
と

も
に

、
そ

の
結
果

を
踏
ま

え
、

速
や

か
に
飲

料
水

、
食

料
等
の

備
蓄

、
B
C
P（

事
業
継

続
計
画

）
の
策

定
推

進
な
ど

必
要
な

対
策
を

行
う

よ
う

ご

助
言
を

お
願
い

い
た

し
ま

す
。

参
考
資

料
1
2

（
別
添

１
）

点
検
対

象
施
設

１
．
高

齢
者
関

係
施

設

（
１
）

老
人
短

期
入

所
施

設

（
２
）

養
護
老

人
ホ

ー
ム

（
３
）

特
別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

（
４
）

軽
費
老

人
ホ

ー
ム

（
５
）

認
知
症

対
応

型
共

同
生
活

介
護
事

業
所

（
認

知
症
高

齢
者
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム
）

（
６
）

生
活
支

援
ハ

ウ
ス

（
７
）

介
護
老

人
保

健
施

設

（
８
）

介
護
医

療
院

（
９
）

小
規
模

多
機

能
型

居
宅
介

護
事
業

所

（
1
0
）

看
護
小

規
模

多
機

能
型
居

宅
介
護

事
業

所

（
1
1
）

有
料
老

人
ホ

ー
ム

（
1
2
）

サ
ー
ビ

ス
付

高
齢

者
向
け

住
宅

２
．
障

害
児
者

関
係

施
設

（
１

）
障
害

者
支

援
施

設

（
２

）
福
祉

型
障

害
児

入
所
施

設

（
３
）

医
療
型

障
害

児
入

所
施
設

（
４
）

共
同
生

活
援

助
事

業
所
（

グ
ル
ー

プ
ホ

ー
ム

）

（
５

）
短
期

入
所

事
業

所

（
６

）
療
養

介
護

事
業

所

（
７

）
宿
泊

型
自

立
訓

練
事
業

所

３
．
児

童
関
係

施
設

（
１
）

助
産
施

設

（
２
）

乳
児
院

（
３
）

母
子
生

活
支

援
施

設

（
４
）

児
童
養

護
施

設

（
５
）

児
童
心

理
治

療
施

設

（
６
）

児
童
自

立
支

援
施

設

（
７
）

児
童
自

立
生

活
援

助
事
業

所

（
８
）

小
規
模

住
居

型
児

童
養
育

事
業
所

（
９
）

婦
人
保

護
施

設

（
1
0
）

婦
人
相

談
所

一
時

保
護
施

設

（
1
1
）

児
童
相

談
所

一
時

保
護
施

設

（
1
2
）

保
育
所

・
認

定
こ

ど
も
園
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（
1
3
）

小
規
模

保
育

事
業

所

（
1
4
）
事
業

所
内

保
育
事

業
所
（
た
だ

し
、
児
童

福
祉
法
第

３
４
条

の
１

５
第

２
項
に

基
づ
き

認
可

を

受
け
た

も
の
に

限
る

）

（
1
5
）
放
課

後
児

童
健
全

育
成
事

業
実
施

施
設
（
児

童
福
祉

法
第
６

条
の

３
第

２
項
に

規
定
す

る
放

課

後
児
童

健
全
育

成
事

業
を

実
施
す

る
た
め

の
施

設
）

４
．
そ

の
他
施

設

（
１
）

救
護

施
設

（
２
）

更
生

施
設

（
３
）

宿
所

提
供
施

設

（
別
添

２
）

社
会
福

祉
施
設

等
に

お
け

る
点
検

項
目
（

例
）

１
．
停

電
に
備

え
た

点
検

＜
非
常

用
自
家

発
電

機
関

係
＞

①
非

常
用
自

家
発

電
機

が
有
る

場
合

・
燃
料
の

備
蓄
と

緊
急

時
の
燃
料

確
保
策
（

2
4
時

間
営
業
の

ガ
ソ
リ

ン
ス

タ
ン

ド
等
の

確
認
、
非

常
用
自

家
発
電

機
の

燃
料

供
給
に

係
る
納

入
業

者
等

と
の
優

先
供
給

協
定

な
ど

）
を
講

じ
て
い

る
か
。

・
定
期

的
な
検

査
と

と
も

に
、
緊

急
時
に

問
題

な
く

使
用
で

き
る
よ

う
性

能
の

把
握
及

び
訓
練

を

し
て
い

る
か
。

②
非

常
用
自

家
発

電
機

が
無
い

場
合

・
医

療
的
配

慮
が

必
要

な
入
所

者
（
人

工
呼

吸
器

・
酸
素

療
法
・

喀
痰

吸
引

等
）
の

有
無
、

協
力

病
院
等

と
の
連

携
状

況
な

ど
を
踏

ま
え
、

非
常

用
自

家
発
電

機
の
要

否
を

検
討

し
て
い

る
か
。

・
医
療

的
配
慮

が
必

要
な

入
所
者

が
い
る

場
合

、
非

常
用
自

家
発
電

機
の

導
入

（
難
し

け
れ
ば

、

レ
ン
タ

ル
等
の

代
替

措
置

）
を
検

討
し
て

い
る

か
。

＜
電
灯

（
照
明

）
関

係
＞

・
照
明

を
確
保

す
る

た
め

の
十
分

な
数
の

懐
中

電
灯

や
ラ
ン

タ
ン
等

の
備

蓄
を

し
て
い

る
か
。

＜
防
寒

関
係
＞

・
石
油

（
灯
油

）
ス

ト
ー

ブ
等
の

代
替
暖

房
器

具
と

そ
の
燃

料
を
準

備
す

る
と

と
も
に

、
毛
布

、
携

帯

用
カ
イ

ロ
、
防

寒
具

な
ど

の
備
蓄

を
し
て

い
る

か
。

＜
介
護

機
器
・

器
具

関
係

＞

・
医
療

機
器
等

の
予

備
バ

ッ
テ
リ

ー
又
は

充
電

式
や

手
動
式

の
喀
痰

吸
引

器
等

の
代
替

器
具
を

準
備

し

て
い
る

か
。

・
人
工

透
析
患

者
に

係
る

緊
急
時

の
対
応

、
ニ

ー
ズ

、
必
要

物
資
等

を
把

握
し

、
自
治

体
の
透

析
担

当

者
や
各

透
析
施

設
等

と
の

連
携
体

制
が
確

保
さ

れ
て

い
る
か

。

２
．
断

水
に
備

え
た

点
検

＜
生
活

用
水
関

係
＞

・
近
隣

の
給
水

場
を

確
認

し
、
大

容
量
の

ポ
リ

タ
ン

ク
等
の

給
水
容

器
の

準
備

を
し
て

い
る
か

。

・
災
害

時
協
力

井
戸

の
確

保
（
酒

造
会
社

等
）

を
し

て
い
る

か
。

・
衛
生

面
を
考

慮
し

つ
つ

、
地
下

水
（
井

戸
水

）
の

利
用
の

検
討
を

し
て

い
る

か
。

（
注
）

節
水
の

た
め

、
食

器
を
汚

さ
な
い

よ
う

に
使

用
す
る

ラ
ッ
プ

や
紙

皿
な

ど
を
備

蓄
し
て

お
く

こ
と
。
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（
注
）

入
浴
は

、
緊

急
時

に
は
、

ウ
ェ
ッ

ト
テ

ィ
ッ

シ
ュ
に

よ
る
清

拭
な

ど
に

よ
る
代

替
手
段

を
検

討
す
る

こ
と
。

＜
飲
料

水
関

係
＞

・
飲
料

水
の

備
蓄
を

し
て

い
る
か

。

（
注
）

災
害
時

に
は

、
近

隣
か
ら

の
避
難

者
等

の
受

入
れ
に

よ
り
、

こ
れ

ら
の

者
に
対

し
て
も

飲
料

水
の
提

供
が
必

要
な

場
合

が
あ
る

た
め
、

利
用

者
・

職
員
分

だ
け
で

は
な

く
、

十
分
な

数
を

備
蓄
し

て
お
く

こ
と

。

＜
汚
水

・
下

水
関
係

＞

・
携

帯
ト
イ

レ
や

簡
易

ト
イ
レ

、
オ
ム

ツ
等

の
備

蓄
を
し

て
い
る

か
。

３
．
ガ

ス
が
止

ま
っ

た
場

合
に
備

え
た
点

検

・
カ
セ

ッ
ト

コ
ン
ロ

及
び

カ
セ
ッ

ト
ガ
ス

等
の

備
蓄

を
し
て

い
る
か

。

（
注
）

比
較
的

簡
単

に
備

蓄
で
き

る
が
、

火
力

が
弱

く
、
大

量
の
食

事
を

一
度

に
調
理

す
る
こ

と
は

難
し
い

た
め
、

多
め

に
備

蓄
し
て

お
く
こ

と
が

望
ま

し
い
。

・
プ
ロ
パ

ン
ガ

ス
の
導

入
又
は
備

蓄
（
難
し

け
れ

ば
、
ガ
ス
業

者
等
か

ら
の

レ
ン
タ
ル

の
可
否

の
確

認
）

を
し
て

い
る
か

。

・
調
理

が
不

要
な
食

料
（

ゼ
リ
ー

タ
イ
プ

の
高

カ
ロ

リ
ー
食

等
）
を

備
蓄

し
て

い
る
か

。

４
．
通

信
が
止

ま
っ

た
場

合
に
備

え
た
点

検

・
通
信

手
段

の
バ
ッ

テ
リ

ー
（
携

帯
電
話

充
電

器
、

乾
電
池

等
）
を

確
保

し
て

い
る
か

。

・
複
数

の
通

信
手
段

（
携

帯
電
話

メ
ー
ル

、
公

衆
電

話
、
災

害
用
ト

ラ
ン

シ
ー

バ
ー
、

衛
星
電

話
等

）

を
確
保

し
て
い

る
か

。

（
注
）

緊
急
時

に
想

定
し

て
い
る

通
信
手

段
の

使
用

方
法
等

を
予
め

確
認

し
て

お
く
こ

と
。

５
．
物

資
の
備

蓄
状

況
の

点
検

・
食

料
、
飲

料
水

、
生

活
必
需

品
、
医

薬
品

、
衛

生
用
品

、
情
報

機
器

、
防

寒
具
、

非
常
用

具
、

冷
暖

房
設
備
・
空

調
設
備

稼
働

用
の
燃

料
に
つ

い
て

、
季

節
ご
と

に
１
日

の
必

要
量

を
把
握

し
て
い

る
か
。

・
食
料

な
ど

に
つ
い

て
、

上
記
を

踏
ま
え

た
備

蓄
量

と
な
っ

て
い
る

か
（

飲
料

水
等
は

再
掲
）

。

（
注
）

消
費
期

限
が

あ
る

も
の
は

、
定
期

的
な

買
換

え
が
必

要
と
な

る
こ

と
に

留
意
す

る
こ
と

。

（
注

）
利

用
者
だ

け
で
は

な
く

、
職

員
分
及

び
避
難

者
分

な
ど

も
含
め

十
分
な

物
資

を
備

蓄
し
て

お

く
こ
と

。

（
注
）

備
蓄
物

資
に

つ
い

て
は
、

津
波
や

浸
水

等
の

水
害
や

土
砂
災

害
等

に
備

え
、
保

管
場
所

に
も

留
意
す

る
こ
と

。

６
．
そ

の
他
留

意
事

項

・
点
検
は

、
南

海
ト
ラ

フ
地
震
の

想
定
地

域
等

特
段

の
対
応

が
求
め

ら
れ

る
場

合
を
除

き
、
最
低

限
３

日
間
以

上
は
業

務
が

継
続

で
き
る

よ
う
に

す
る

と
の

視
点
に

立
っ
て

行
う

こ
と

。

・
上
記

の
点
検

項
目

は
、

最
低
限

ラ
イ
フ

ラ
イ

ン
等

を
維
持

・
確
保

す
る

た
め

の
例
で

あ
り
、

各
社

会

福
祉
施

設
等
に

お
い

て
点

検
を
行

う
に
当

た
っ

て
は

、
実
際

に
災
害

が
発

生
し

た
際
に

利
用
者

の
安

全
確
保

が
で
き

る
実

効
性

の
あ
る

も
の
と

な
る

よ
う

、
当
該

施
設
等

の
状

況
や

地
域
の

実
情
を

踏
ま

え
た
内

容
と
す

る
こ

と
。

・
上
記

の
点
検

項
目

以
外

に
も
、

災
害
対

策
に

お
い

て
は
、

利
用
者

の
避

難
方

法
や
緊

急
時
の

職
員

間

の
連
絡

体
制
の

構
築

、
平

時
に
お

け
る
避

難
訓

練
の

実
施
、

消
防
等

関
係

機
関

や
地
域

住
民
と

の
連

携
体
制

の
確
保

等
が

重
要

で
あ
る

こ
と
か

ら
、

こ
れ

ら
に
も

留
意
す

る
必

要
が

あ
る
こ

と
。

・
上
記
の
点

検
項

目
を
含

め
、
災
害
時

に
お

け
る
事

業
継
続

の
方
法

に
つ

い
て

は
、
B
C
P（

事
業
継
続

計

画
）
と

し
て
予

め
文

書
で

整
理
し

、
役
職

員
間

で
共

有
し
て

お
く
と

と
も

に
、

平
時
の

段
階
か

ら
、

当
該

B
C
P
を
踏

ま
え

た
訓

練
や
物

資
の
点

検
等

の
具

体
的
な

活
動
を

実
践

し
て

い
く
こ

と
が
望

ま
し

い
こ
と

。

・
災
害

対
策
に

つ
い

て
は

、
単
独

の
法
人

や
社

会
福

祉
施
設

等
で
の

対
応

に
は

限
界
が

あ
る
こ

と
か

ら
、

「
災
害

時
の
福

祉
支

援
体

制
の
整

備
に
つ

い
て
」
（

平
成

3
0
年
５

月
3
1
日
付

け
社
援

発
0
5
3
1
第
１

号
）
を

踏
ま
え

、
平

時
の

段
階
か

ら
、
都

道
府

県
が

中
心
と

な
っ
て

構
築

し
て

い
る
「

災
害
福

祉
支

援
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
」
へ
積

極
的
に

参
画
し

、
地

域
全

体
の
防

災
体
制

の
底

上
げ

に
協
力

を
図
る

こ
と
。
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○都道府県別の受審数

№ 都道府県 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
都道府県別

累計
実績数

1 北海道 0 1 9 20 13 17 28 14 24 57 13 26 42 26 290

2 青森県 5 19 34 12 19 26 14 11 22 20 18 13 15 20 248

3 岩手県 9 15 21 29 24 18 28 19 24 19 15 15 18 15 269

4 宮城県 0 0 0 3 9 1 6 3 13 24 18 20 27 13 137

5 秋田県 0 0 4 1 1 4 7 6 8 14 2 6 17 13 83

6 山形県 0 2 2 1 4 2 3 0 5 11 0 5 15 9 59

7 福島県 0 0 3 8 9 6 3 3 15 17 8 13 24 10 119

8 茨城県 1 2 6 3 1 1 0 0 3 23 1 9 20 14 84

9 栃木県 1 8 6 6 10 11 8 8 29 26 31 21 29 29 223

10 群馬県 16 11 8 11 7 5 4 7 10 9 8 8 11 12 127

11 埼玉県 8 22 26 25 27 19 17 27 34 46 39 48 55 43 436

12 千葉県 0 3 81 28 45 51 56 35 71 77 107 95 123 87 859

13 東京都 1,352 1,308 1,827 1,817 2,006 1,979 2,358 2,613 2,762 2,891 2,990 2,970 3,191 3,245 33,309

14 神奈川県 37 100 131 163 107 148 170 180 225 173 274 333 397 330 2,768

15 新潟県 0 0 0 7 18 27 23 10 14 22 9 37 32 23 222

16 富山県 9 18 7 4 2 6 5 2 4 4 12 7 8 6 94

17 石川県 0 42 38 32 21 13 11 6 8 23 2 6 14 3 219

18 福井県 0 3 2 4 4 5 4 6 8 9 9 11 12 8 85

19 山梨県 1 10 4 7 7 2 5 6 6 6 2 5 6 1 68

20 長野県 2 15 9 29 16 15 37 24 19 39 41 34 58 77 415

21 岐阜県 7 19 10 4 10 10 15 17 22 18 23 29 37 38 259

22 静岡県 47 38 45 40 38 15 12 15 30 39 31 43 36 46 475

23 愛知県 3 25 39 55 59 110 85 92 95 105 100 124 136 126 1,154

24 三重県 19 7 13 13 13 8 6 9 26 18 12 39 34 31 248

25 滋賀県 0 0 3 4 3 3 3 3 4 14 12 10 18 11 88

26 京都府 80 115 254 185 192 207 197 216 221 262 268 301 244 249 2,991

27 大阪府 9 31 80 60 41 80 50 72 85 151 86 100 137 100 1,082

28 兵庫県 20 25 51 52 32 44 41 32 71 104 57 72 123 70 794

29 奈良県 0 0 0 4 2 1 1 1 4 11 1 3 12 5 45

30 和歌山県 0 0 2 10 4 2 2 2 3 15 5 3 12 5 65

31 鳥取県 0 15 18 20 24 26 28 19 32 42 25 29 53 44 375

32 島根県 0 1 4 1 2 1 5 1 3 5 2 6 22 9 62

33 岡山県 0 0 0 3 0 0 0 3 6 18 7 16 25 14 92

34 広島県 0 0 0 1 16 21 12 15 32 34 12 27 34 35 239

35 山口県 41 39 25 14 10 14 14 5 15 14 12 23 18 9 253

36 徳島県 0 0 0 6 3 3 3 1 5 14 0 3 12 3 53

37 香川県 0 0 8 2 5 5 7 6 6 7 4 4 7 1 62

38 愛媛県 0 0 4 8 6 18 14 17 42 18 11 23 47 16 224

39 高知県 0 2 1 3 1 0 0 3 5 6 3 5 6 3 38

40 福岡県 0 0 0 5 20 11 6 9 21 45 13 28 33 14 205

41 佐賀県 0 4 1 2 0 3 0 1 1 16 2 4 6 2 42

42 長崎県 0 3 12 6 10 4 8 12 18 22 28 17 21 21 182

43 熊本県 0 21 22 27 19 26 28 50 53 47 63 30 42 40 468

44 大分県 11 14 18 14 6 7 11 6 8 18 13 9 25 9 169

45 宮崎県 0 0 0 0 2 1 4 5 7 14 8 5 10 15 71

46 鹿児島県 0 9 5 4 1 6 7 1 6 40 22 24 23 14 162

47 沖縄県 0 0 2 4 2 3 3 5 7 12 4 5 11 9 67

1,678 1,947 2,835 2,757 2,871 2,985 3,349 3,598 4,132 4,619 4,423 4,664 5,298 4,923 50,079

参考資料13

全国合計受審数

※平成17～19年度の実績数については、一部の県で外部評価等が含まれていたためその数を除外
※平成24年度から、全国推進組織が認証する評価機関が評価実施した社会的養護関係施設の受審数を「都道府県集計」に合算して総括表(本表)を作成
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○主な施設・サービス別の受審数・受審率と累計

区分 主な施設・サービス種別
平成30年度

受審数
全国施設数

※1
受審率

平成30年度迄の
累計受審数

高齢者 特別養護老人ホーム 498 7,891 6.31% 6,365

養護老人ホーム 36 959 3.75% 581

軽費老人ホーム 33 2,302 1.43% 458

訪問介護 70 35,311 0.20% 1,206

通所介護 179 23,597 0.76% 3,005

小規模多機能居宅介護 81 5,342 1.52% 911

認知症対応型共同生活介護 480 13,346 3.60% 5,160

障害者 身体障害者療護施設 ※2 ― ― ― 130

身体障害者更生施設 ※2 ― ― ― 61

身体障害者入所授産施設 ※2 ― ― ― 88

身体障害者通所授産施設 ※2 ― ― ― 87

知的障害者入所更生施設 ※2 ― ― ― 557

知的障害者通所更生施設 ※2 ― ― ― 167

知的障害者入所授産施設 ※2 ― ― ― 20

知的障害者通所授産施設 ※2 ― ― ― 369

精神障害者入所授産施設 ※2 ― ― ― 1

精神障害者通所授産施設 ※2 ― ― ― 16

居宅介護 8 23,074 0.03% 26

生活介護 147 7,275 2.02% 1,078

自立訓練 (機能訓練) 0 428 0.00% 11

自立訓練 (生活訓練) 2 1,374 0.15% 56

就労移行支援 27 3,471 0.78% 154

就労継続支援 （A型） 13 3,776 0.34% 98

就労継続支援 （B型） 169 11,041 1.53% 1,261

共同生活援助 145 7,590 1.91% 383

障害者支援施設（施設入所支援＋日中活動事業） 181 2,549 7.10% 1,368

多機能型 136 ― ― 920

児童 保育所 1,648 23,573 6.99% 14,238

幼保連携型認定こども園 41 5,137 0.80% 143

地域型保育事業 4 3,719 0.11% 13

その他保育事業 234 ― ― 1,009

児童養護施設 ※3 137 605 22.64% 2,096

乳児院 ※3 28 140 20.00% 403

児童心理治療施設 (旧 情緒障害児短期治療施設) ※3 7 46 15.22% 98

児童自立支援施設 ※3 8 58 13.79% 133

母子生活支援施設 ※3 40 227 17.62% 696

自立援助ホーム ※3 13 154 8.44% 68

ファミリーホーム ※3 1 347 0.29% 3

児童館 6 4,541 0.13% 41

知的障害児施設 ※2 ― ― ― 136

知的障害児通園施設 ※2 ― ― ― 55

肢体不自由児施設 ※2 ― ― ― 84

重症心身障害児施設 ※2 ― ― ― 66

児童発達支援センター 15 528 2.84% 78

医療型児童発達支援センター 8 99 8.08% 35

児童発達支援事業 15 5,981 0.25% 50

放課後等デイサービス 31 11,301 0.27% 72

障害児多機能型 14 ― ― 44

障害児入所施設（福祉型） 24 263 9.13% 109

障害児入所施設（医療型） 7 212 3.30% 55

厚生 婦人保護施設 2 46 4.35% 72

救護施設 22 186 11.83% 270

他 その他 ※4 413 5,475

合計 4,923 50,079

※2 平成24年度までの施設・サービス種別

※1 全国施設数は、

「更正施設」「授産施設」「宿所提供施設」「その他のサービス・その他」

自立援助ホーム、ファミリーホーム数を参照した

「平成29年社会福祉施設等調査報告」（平成29年10月1日現在）、「平成29年介護サービス施設・事業所調査」（平成29年10月1日現在）、

※3 全国推進組織が認証する評価機関が実施した件数と、都道府県推進組織が認証する評価機関が実施した件数を合算して集計

「認定こども園に関する状況について（平成31年4月1日現在）」における幼保連携型認定こども園数、

「保育所等関連状況取りまとめ（平成31年4月1日現在）」における保育所数、「地域型保育事業の件数について（平成28年4月1日現在）」、

※4 以下のものを含む。 「短期入所生活介護」「福祉用具貸与」「高齢者・その他」「障害者・その他」「その他障害児支援」「児童・その他」

「社会的養育の推進に向けて（平成31年1月）」における児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、
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○都道府県別の受審数の内訳（運営主体別）

№ 都道府県 公営
社会福祉
法人※1

社会福祉
協議会

医療法人
営利法人
（会社）

特定
非営利

活動法人
日赤

社団
・財団

協同組合 その他 合計

1 北海道 1 5 1 0 11 0 0 0 0 1 19

2 青森県 0 3 16 0 0 0 0 0 0 0 19

3 岩手県 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

4 宮城県 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 11

5 秋田県 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 11

6 山形県 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 9

7 福島県 0 7 0 0 0 0 0 1 0 1 9

8 茨城県 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 10

9 栃木県 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 27

10 群馬県 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7

11 埼玉県 8 16 0 0 11 0 0 0 0 2 37

12 千葉県 1 53 2 0 19 1 0 0 0 1 77

13 東京都 232 1,782 13 74 803 195 2 49 6 89 3,245

14 神奈川県 36 150 0 2 121 7 0 2 0 7 325

15 新潟県 0 21 0 0 0 0 0 1 0 0 22

16 富山県 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

17 石川県 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

18 福井県 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

19 山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 長野県 45 21 0 0 0 0 1 0 0 3 70

21 岐阜県 10 18 0 2 7 0 0 0 0 0 37

22 静岡県 9 33 0 0 0 0 0 0 1 0 43

23 愛知県 13 86 1 0 16 0 0 0 0 2 118

24 三重県 2 23 0 1 1 0 0 0 0 0 27

25 滋賀県 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11

26 京都府 3 157 16 17 30 5 0 7 2 3 240

27 大阪府 2 86 0 1 11 0 0 0 0 0 100

28 兵庫県 6 51 1 2 2 1 0 1 0 0 64

29 奈良県 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5

30 和歌山県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

31 鳥取県 3 30 0 2 6 0 0 1 0 0 42

32 島根県 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

33 岡山県 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 13

34 広島県 5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 34

35 山口県 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

36 徳島県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

37 香川県 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

38 愛媛県 6 7 2 0 1 0 0 0 0 0 16

39 高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 福岡県 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10

41 佐賀県 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

42 長崎県 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19

43 熊本県 0 36 2 0 0 0 0 0 0 1 39

44 大分県 0 5 0 0 0 1 0 2 0 0 8

45 宮崎県 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11

46 鹿児島県 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 6

47 沖縄県 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 7

410 2,766 55 104 1,043 223 3 64 9 116 4,793全国合計受審数

※1「社会福祉協議会」以外
※2 全国推進組織が認証する評価機関が実施した社会的養護関係施設の130件は含まない
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○苦情受付件数(平成12年度～平成30年度) （件）

初回 継続 計

北海道 73 51 124 160 163 149 139 146 117 140 89 107 106 85 93 69 62 49 46 51 8 1,903

青森県 4 23 27 36 36 53 56 46 50 40 41 36 26 27 34 36 25 23 18 21 0 631

岩手県 9 42 51 60 62 30 26 33 20 10 15 26 17 36 23 36 33 28 20 18 4 548

宮城県 2 31 33 40 50 38 46 50 42 53 33 55 77 48 62 48 28 41 15 8 6 773

秋田県 12 21 33 27 27 41 29 32 27 30 37 29 28 23 47 35 60 69 56 15 4 649

山形県 19 12 31 50 31 28 27 52 18 28 20 22 32 24 15 21 37 36 21 13 5 511

福島県 36 12 48 38 35 35 41 33 35 31 38 44 57 55 36 28 25 32 13 11 1 636

茨城県 48 30 78 68 66 64 53 64 58 55 84 69 14 16 20 22 24 31 37 18 3 844

栃木県 59 5 64 50 46 48 32 45 34 29 43 41 54 55 39 48 34 47 26 32 3 770

群馬県 50 12 62 49 26 35 34 36 26 35 55 39 46 51 42 40 39 41 48 10 3 717

埼玉県 20 36 56 53 68 65 83 57 60 81 88 42 53 92 79 109 105 113 68 57 39 1,368

千葉県 92 141 233 250 271 290 252 260 244 161 147 93 114 109 107 135 101 129 57 65 24 3,042

東京都 743 10 753 654 789 819 889 760 766 438 395 398 431 377 320 410 308 229 90 59 5 8,890

神奈川県 57 73 130 120 122 131 154 107 95 94 100 95 87 86 90 101 75 85 77 73 36 1,858

新潟県 45 1 46 39 48 65 69 72 70 61 39 39 33 44 53 40 37 33 27 23 2 840

富山県 25 0 25 18 22 24 33 21 18 7 7 9 16 35 16 12 20 23 10 7 0 323

石川県 22 0 22 19 22 25 25 28 12 19 31 20 24 14 16 14 9 11 11 11 4 337

福井県 28 1 29 32 24 28 27 33 45 34 34 26 18 34 37 25 38 29 7 17 6 523

山梨県 14 0 14 13 8 10 9 6 9 18 8 12 11 7 8 4 10 5 14 9 0 175

長野県 19 37 56 62 54 56 44 69 63 40 57 63 55 50 54 61 47 25 28 36 18 938

岐阜県 108 0 108 71 43 55 39 55 44 24 18 33 35 27 32 38 38 32 25 21 1 739

静岡県 72 0 72 71 31 73 53 28 34 30 35 57 54 73 59 64 42 14 22 6 0 818

愛知県 176 0 176 187 158 176 161 155 122 118 125 89 87 90 70 86 72 56 60 67 28 2,083

三重県 93 21 114 118 123 132 110 84 70 65 50 37 35 14 16 22 27 50 19 30 8 1,124

滋賀県 11 10 21 37 24 37 39 23 14 26 21 25 33 41 41 42 44 34 35 56 35 628

京都府 91 70 161 97 109 196 148 99 113 135 108 82 70 63 77 63 78 65 40 27 3 1,734

大阪府 382 68 450 416 456 334 280 264 275 249 204 214 198 202 185 183 166 261 235 151 25 4,748

兵庫県 140 85 225 183 184 139 84 154 137 91 82 65 77 59 83 67 78 82 42 31 35 1,898

奈良県 24 5 29 34 34 57 39 48 50 38 30 27 32 15 24 16 26 18 18 13 5 553

和歌山県 27 1 28 26 30 33 28 35 25 26 43 41 33 48 55 44 40 22 24 11 7 599

鳥取県 25 20 45 46 28 30 34 110 48 31 23 22 15 22 37 23 29 11 11 12 1 578

島根県 19 0 19 17 27 18 21 24 21 22 14 16 24 21 24 24 40 66 31 16 5 450

岡山県 19 5 24 41 34 44 25 25 13 26 33 33 17 27 27 46 31 27 25 20 13 531

広島県 36 6 42 99 80 75 73 49 46 27 6 21 25 35 36 44 49 46 33 41 12 839

山口県 81 14 95 91 59 60 50 59 37 33 34 31 39 36 29 38 28 28 48 61 34 890

徳島県 22 0 22 21 55 28 33 33 19 21 11 17 40 21 20 26 26 28 29 29 0 479

香川県 12 20 32 38 32 37 27 12 13 14 18 25 33 30 20 33 35 31 26 25 18 499

愛媛県 19 7 26 13 16 27 18 24 18 24 29 20 51 39 54 44 41 37 38 20 14 553

高知県 8 0 8 23 23 21 25 38 13 24 20 15 16 15 21 18 14 36 23 12 8 373

福岡県 287 32 319 273 249 239 220 260 166 156 124 121 119 116 112 110 101 88 47 35 12 2,867

佐賀県 24 21 45 43 43 39 25 11 6 17 12 10 14 13 15 12 28 29 14 7 2 385

長崎県 16 8 24 30 44 32 34 33 45 40 53 48 41 66 66 39 42 65 16 16 6 740

熊本県 70 1 71 69 69 59 76 45 30 32 51 41 56 58 66 53 49 28 13 4 5 875

大分県 36 0 36 45 38 16 42 40 36 45 26 27 28 27 23 28 11 23 18 20 3 532

宮崎県 17 5 22 24 12 28 19 37 27 12 15 6 10 5 23 39 29 18 13 11 1 351

鹿児島県 23 50 73 78 91 50 47 35 46 53 49 28 32 45 49 15 37 14 12 10 7 771

沖縄県 69 30 99 88 81 71 73 60 53 62 58 30 41 42 60 60 46 44 36 29 2 1,035

合 計 3,284 1,017 4,301 4,117 4,143 4,140 3,891 3,790 3,330 2,845 2,653 2,446 2,554 2,518 2,515 2,571 2,364 2,332 1,642 1,335 461 53,948

※累計は12～30年度

13年
度

12年
度

累計
19年
度

18年
度

17年
度

16年
度

15年
度

14年
度

21年
度

29年
度

20年
度

24年
度

25年
度

26年
度

27年
度

参考資料14

28年
度

都道府県
30年度 23年

度
22年
度

－61－


